
荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付要綱 

 
 

平成２３年９月１日制定 

（２３荒区防第７９１号） 

（ 副 区 長 決 定 ） 

令和５年４月１日一部改正 

令和８年３月１７日一部改正 

 

（趣旨） 

第１条 荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付に関しては、荒川区補助

金等交付規則（昭和６２年荒川区規則第２７号）によるほか、この要綱の定めるところによ

る。 

 
（目的） 
第２条 この要綱は、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱（平成２３年８月１日付

２３荒都都第３１９号）により災害時地域貢献建築物に認定された建築物（以下「貢献建築

物」という。）を対象に、その貢献建築物の防災資機材等購入費を予算の範囲内で助成するこ

とにより、災害時における地域防災力の向上に寄与することを目的とする。 

 
（交付対象） 
第３条 助成金の交付対象は、貢献建築物において、地域住民及び災害時における避難者の防

災対策のために購入をする資機材及び消耗品（以下「資機材等」という。）の購入費とする。 
２ 助成金の交付対象となる資機材等の例としては別表のとおりとする。 
３ 前項の規定にかかわらず、建築物を運営するに当たり、法令等で義務付けられている物品

を購入する場合は助成金の交付対象から除外するものとする。 

 
（助成金額等） 
第４条 助成金の交付額は、資機材等の購入費用の２分の１の額で、５０万円を上限とする。

ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 
２ 助成金の交付は、貢献建築物一棟につき１回とする。 

 
（交付申請） 
第５条 助成金を受けようとする者は、資機材等購入前に助成金交付申請書（別記第１号様式）

に必要事項を記入し、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱第６条の認定証の写し

を添えて、区長に申請するものとする。 

 
（交付決定） 
第６条 区長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、可

否を決定したときは助成金交付決定通知書（別記第２号様式）又は助成金不交付決定通知書

（別記第３号様式）により通知するものとする。 
２ 区長は、前項の規定による助成金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものと

する。 

 



 
（実績報告） 
第７条 助成金を受けようとする者は、資機材等購入後、資機材等購入に係る実績報告書（別

記第４号様式）に必要事項を記入し、資機材等購入の事実がわかる領収書等を添えて、速や

かに区長に提出することとする。 
２ 前項に規定する実績報告書は事業開始の同一年度内に提出することとする。 

 
 
（助成金額の確定等） 
第８条 区長は、前条第１項の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査

し、適正と認められるときは、交付すべき助成金額を確定し、助成金額確定通知書（別記第

５号様式）により助成金を受けようとする者に通知する。 
２ 区長は、必要に応じ、購入した資機材等を現地にて確認することができるものとする。 

 
（助成金の支払） 
第９条 助成金は、前条第１項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うもの

とする。 
２ 助成金を受けようとする者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、

請求書（別記第６号様式）を区長に提出しなければならない。 
３ 前項の請求書は事業開始の同一年度内に提出することとする。 

 
（助成金の再交付） 
第１０条 区長は、第４条第２項の規定にかかわらず、既に助成金を受けた貢献建築物におい

て、緊急安全確保措置（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６０条第３項に規

定する緊急安全確保措置をいう。以下同じ。）発令時に避難者を受け入れたときその他区長が

特に必要があると認めたときは、第７条第１項に規定する実績報告書提出後に新たに購入す

る資機材等の購入費を対象に助成金を交付することができる。 
２ 前項に規定する助成金の交付対象となる資機材等は、既に受けた助成金の交付対象の資機

材等のうち、緊急安全確保措置発令時における避難者の受入れに使用したものと同数であり、

かつ、同等の機能を有すると認められる資機材等とする。ただし、区長が特に必要があると

認めたときは、この限りでない。 
３ 第１項に規定する助成金を受けようとする者は、新たな資機材等を購入する前に助成金交

付申請書に必要事項を記入し、資機材等の使用等に係る実績報告書（別記第７号様式）を添

えて、区長に申請するものとする。 
４ 第４条第１項、第６条から第９条まで、次条及び第１２条の規定は、第１項の規定による

助成金の交付について準用する。この場合において、第６条第１項中「前条」とあるのは「第

１０条第３項」と読み替えるものとする。 

 
（助成金の交付決定の取消し） 
第１１条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、交付決定の内容又はこれに付した条件そ

の他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したときは、当該交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 
（助成金の返還） 



第１２条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助

成金の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（その他） 
第１３条 この要綱の施行について必要な事項は、危機管理部長が別に定める。 

 
 
附 則 
この要綱は令和８年４月１日から施行する。 

 



 
別表（第３条関係） 

 

分類 品目 

給電資機材 
発動発電機  蓄電池  モバイルバッテリー 
コードリール 

照明資機材 投光器  ランタン  懐中電灯 

寝具類 毛布  マット  寝袋 

衛生用品 
簡易トイレ  感染症対策物品（マスク、消毒液等） 
救急セット 

食糧品 長期保存水 保存食 

 



別紙 

補助条件 

 この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

 

第１ 事情変更による決定の取消し等 

１ 区長は、この助成金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この

決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更 

することができる。ただし、貢献建築物における資機材等の購入（以下「助成事業」という。）

のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ １の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交

付の決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場

合に限る。 

 

第２ 承認事項 

助成受給者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければなら

ない。ただし、（１）に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。 

（１） 助成事業の内容を変更しようとするとき。 

（２） 助成事業を中止しようとするとき。 

 

第３ 事故報告等 

助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速や 

かにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。 

 

第４ 報告及び調査 

区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成受給者に対して報告を求め、

又は実地調査を行うことができる。 

 

第５ 助成事業の遂行命令等 

１ 区長は、第３及び第４の規定による報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２

１条第２項の規定による調査等により、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付

した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成受給者に対して、これらに従って

当該助成事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 助成受給者が、１の命令に違反したときは、区長は、助成受給者に対して、当該助成事業

の一時停止を命ずることができる。 

 

第６ 報告書の提出 

１ 助成受給者は、助成事業が完了したときは、資機材等購入に係る実績報告書（別記第４号

様式）に領収書等の証明書類を添えて区長に提出しなければならない。 

２ １に係る実績報告は事業開始の同一年度内に提出することとする。 

３ １の領収書等の証明書類には、次に掲げる事項の全ての記載がなければならない。 

（１） 販売店の名称 

（２） 販売年月日 

（３） 購入品名 

（４） 領収金額 



４ 区長は、１の規定による購入報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等

を行うことができる。 

 

第７ 助成金の額の確定等 

区長は、第６の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたとき

は、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書（別記第５号様式）により、当該助

成受給者に通知するものとする。 

 

第８ 是正のための措置 

１ 区長は、第６の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の成

果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成受

給者に対し、助成事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることが

できる。 

２ 第６の規定による実績報告は、１の命令により必要な措置をとった場合においても、これ

を行わなければならない。 

 

第９ 交付決定の取消し 

１ 区長は、助成受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる 

 （１） 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（３） 助成事業に係る建築物について、荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱（平

成２３年８月１日付２３荒都都第３１９号）第８条の規定により災害時地域貢献建築物の

認定を取り消されたとき。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数

等を勘案して、区長が認めるときは、この限りでない。 

（４） その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助

金等交付規則（昭和６２年荒川区規則第２７号）に基づく命令に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助成受給者に

通知するものとする。 

 

第１０ 助成金の返還 

助成受給者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、助成事業の当該取消しに

係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなけ

ればならない。 

 

第１１ 違約加算金及び延滞金 

１ 第９の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第１０の規定によりそ

の返還を命じられたときは、助成受給者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日

までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納付額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算

金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 第１０の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付し



なかったときは、助成受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額

につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納

付しなければならない。 

 

第１２ 違約加算金の計算 

第１１の１の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還

を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金

の額に充てるものとする。 

 

第１３ 延滞金の計算 

第１１の２の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金

の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎と

なるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

第１４ 他の助成金等の一時停止等 

区長は、助成受給者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金

又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、助成受給者に対して、同種の事務

又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止

し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。 

 

第１５ 財産処分の制限 

 助成受給者が、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長

の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年

数等を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 



別記第１号様式（第５条、第１０条関係）  

 

年  月  日 

 

 

 

助成金交付申請書 

 

 

荒川区長 殿 

 

 

建 築 物 名                 

 

所 在 地                 

 

代表者氏名               印 

 

 

 

 荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付について、近隣住民の安全・安

心を図るため、下記のとおり申請いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 支出予定金額                    円 

 

２ 購入予定資機材等 

品 名 規 格 単 価 数量 金 額 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

３ 添 付 書 類 

災害時地域貢献建築物認定証の写し（又は資機材等の使用等に係る実績報告書（別記第５号様式）） 



別記第２号様式（第６条関係） 

荒危危第  号 

  年  月  日 

 

 

 

助成金交付決定通知書 

 

 

         様 

 

荒川区長          印 

 

 

 

 

  年  月  日付で申請のあった荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成

金交付について、審議の結果適正であると認められたため、これを通知します。 

物品購入後は直ちに同封の実績報告書を提出して下さい。 

 

 

 

 

記 

 

 

 

 

１ 助 成 予 定 額                    円  

※上記は予定額となります。助成金額は実績報告が提出された後、決定いたします。 

 

２ 補 助 条 件 

別紙補助条件のとおりとする。 

 

 



別記第３号様式（第６条関係） 

荒危危第  号 

  年  月  日 

 

 

 

助成金不交付決定通知書 

 

 

         様 

 

荒川区長          印 

 

 

 

 

  年  月  日付で申請のあった荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成

金交付について、審議の結果不適正であると認められたため、これを通知します。 

 

 

 

 

 

記 

 

 

 

 

１ 不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

 

資機材等購入に係る実績報告書 
 

 

荒川区長 殿 

 

建 築 物 名                 

 

所 在 地                 

 

代表者氏名               印 

 

 

 

荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、

下記のとおり報告します。 

また、必要に応じ、物品の現地確認を行うことにも同意いたします。 

 

１ 収支決算報告 

 項 目 決算額 備 考 

 

収 

 

入 

荒川区助成金   

   

   

合  計   

 

 

 

支 

 

出 

   

   

   

   

   

合  計   

 ※書ききれない場合は、別添として収支決算報告書を添付してください。 

 

２ 領収書等  別添のとおり 

 



別記第５号様式（第８条関係） 

荒危危第  号 

  年  月  日 

 

 

 

         様 

 

荒川区長          印 

 

 

 

助成金額確定通知書 

 

 

 

 

  年  月  日付で実績報告のあった荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費

助成金交付について、審議の結果交付金額が確定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

記 

 

 

 

 

１ 交 付 金 額                    円  

 

※本通知受領後、速やかに請求書をご提出ください。 

※助成金の交付は請求書ご提出後、概ね１ヶ月程度かかります。 



別記第６号様式（第９条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

 

請 求 書 
 

 

荒川区長 殿 

 

建 築 物 名                 

 

所 在 地                 

 

代表者氏名               印 

 

 

 

金  額               円 
 

 

ただし、荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金として、上記金額を請求します。 

下記口座に支払われますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 

 振 込 先  

 金 融 機 関  
金 融 機 関 名  支 店 名  

振  

 

込  

 

口  

 

座  

預 金 種 別      １  普 通       ２   当 座  

口 座 番 号           

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義   

 
 
 
 



別記第７号様式（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

 

資機材等の使用等に係る実績報告書 
 

 

荒川区長 殿 

 

建 築 物 名                 

 

所 在 地                 

 

代表者氏名               印 

 

 

 

荒川区災害時地域貢献建築物への資機材等購入費助成金交付要綱第１０条第３項の規定に基づき、

下記のとおり報告します。 

また、必要に応じ、物品の現地確認を行うことにも同意いたします。 

 

１  報 告 内 容    資 機 材 等 の 使 用   ・   そ の 他

（                ） 

２ 避難者の受入人数（避難者を受け入れた場合のみ記入）             人 

３ 対象資機材等 

品名 数量 報告内容の詳細（使用用途等） 

   

   

   

   

   

 


